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本論文 の 目的は、建設産業 をよ り発展 させ 、 また社会 に貢献 してい くため には知識集約

型化す る必要が ある という立場で、知識集 約型化す るための課題 を検討 し、その中で特 に

契約形態 とリス クマ ネジメン トに焦点 を当て、現状の理解 と今後の あ り方 につ いて考察す

る ことにある。

まず 、社会や住民の要求事項 に対応す るために知識集 約化 が必 要な ことを明 らかにす る。

次 いで 、知識集約 的側面か ら見た建設産 業の実状 を概観 し、そ して知識集約型 に進化す る

ための基本的課題 を抽 出 し考察す る。そ の基本的課題 のうちか ら、知識集約型化す るに最

も優先度 の高 い一つ として 「契約 形態 とリス クマネ ジメン ト」 を取 り上 げ、 国内お よび欧

米 の実態 を概観 し、そ れが知 識集 約型化 に必要な理 由、建設 プロジェク トの工事段階 にお

ける リスク抽 出(リ ス ク特定)、今後 の契約形態 と リス クマネ ジメン トのあ り方な どにつ い

て考察す る。

【キー ワー ド】 知識集 約型建設産業、契約 、 リス クマネジメン ト

1.研 究の背景と目的

(1)研 究の背景

社会科学、 自然科学、その他 あらゆる知識や技術

を導入 ・応用 して、人々や社会の生活 を豊か にする

建設産業 ほど知識集約を必要とす る産業はない とい

える。 しか し実態は、前時代的保守体質、不祥事の

頻発、労働集約に偏った収益構造、建設市場縮小に

伴 う企業の経営危機等 々で、本来社会 に果たすべ き

建設産業の役割 りや機能の低下が懸念 されている。

さらには、建設産業で働 く人々の誇 りや士気低下 を

も招いている事実 もある。

近年、建設産業の有用性を理解 してもらうべ く努

力が重ね られてきたが、その多くが建設界か ら社会

への一方向コミュニケーションである。 この成果 を

評価す るにはもう少 し時間がかかろうが、現時点で

はその効果は小さいように見え、建設界の主張が社

会や住民の要請にほとんどフィッ トしていないので

はないか とも思われる。この理由として、産業 とし

ての有用性や今までの社会貢献度等々を論 じ、建設

産業の必要性を一方的に主張することが多かったこ

と、また、自らの持つ 旧体質的制度や仕組みに対す

る構造改革、不祥事病の根本的治療法、社会の要求

事項 を理解 した将来に対する産業 としてのヴィジ ョ

ンに関 して、自己改革的行動 に乏しく、あるいは産

業 としての使命感や歴史観がほ とんどなかったこと、

等が挙げられる。

建設産業の置かれている立場は厳 しい。 これは、
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単 に市場規模が縮小してい くことか ら生じる問題だ

けでなく、存続の有意性をも脅か しかねない本質的

問題も含んでいる。もう一度原点に立ち返 って、現

代社会における建設産業の果たす役割 りを認識 し、

社会 の要求事項を充足する観点か ら、建設産業再構

築いわゆる自主的攻めの リス トラクチャリングをや

ることが必要である。ここで必要なのは、外部か ら

糾弾 されて露呈 した問題点の表面だけを取 り繕うの

では なく、謙虚に自主的にかつ社会 との双方向コミ

ュニケーションを取 りなが ら、国民の 目線に沿った

構造改革の体制をとることである。

(2)研 究の目的と概要

以上の背景 をもとにした本論文の目的は、社会 に

貢献 し、また建設産業をよ り発展 させていくために

は知識集約型化する必要があるという立場で、知識

集約型化す るための課題を検討 し、その中で特に契

約形態とリスクマネジメン トに焦点を当て、現状の

理解 と今後のあ り方について考察す ることにある。

以下、第2章 では、知識集約型建設産業に進化す

るための基本的課題について考察す る。まず知識集

約的側面か ら見た建設産業の実状を概観 し、次いで

知識集約型に進化す るための基本的課題 を考察 ・抽

出し、そ して契約形態とリスクマネジメントの必要

性 を明 らかにする。第3章 では、第2章 で述べた基

本的課題のうちか ら、知識集約型化す るに最も優先

度の高い一つ として 「契約形態 とリスクマネジメン

ト」を取 り上げ、①国内および欧米の実態、②契約

形態 とリスクマネジメン トが知識集約型化に必要な

理由、③建設プロジェク トの工事段階における リス

ク抽出(リ スク特定)、④今後の契約形態 とリスクマ

ネジメン トのあり方 について考察す る。第4章 では、

以上の考察結果 を整理する。

2.知 識集約型建設産業に進化するための基本的課題

(1)知 識集約型産業と建設産業

知識集約型産業 とは、一般に高度な組立て技術 を

必要 とす る産業で、研究開発、デザイン、専門的知

識など、高度で多面的な知的労働が要求される産業

をさす1)。 一方労働集約型産業 とは、生産要素に占

める資本の割合が低 く、労働 との結合度の高い産業、

すなわち労働者一人当た りの設備投資額(労 働の資

本装備率)の 低いものとされている1)。

建設産業(土 木)は 、知識集約型の内容 ・機能 も

具備 しているにもかかわ らず、事実上は労働集約型

産業の典型 と見 られることが多い。 これは、諸作業

の機械化 には製造業と比べて多 くの制約が存在する

こと、労働力提供の零細企業が多いこと、ソフ トサ

ー ビスの無償化な どの実態が支配 し
、知的生産活動

部分は無償化あるいは低廉の付加価値 とで しか認め

られていないこと(と いうか、自らそ うした)、等 に

よっていると考え られる。労働集約型産業の性格 を

強 く持つのは事実 として認めねばな らないが、建設

産業 に従事する人々が誇 りを持って社会や人々の生

活によ り高いレベルか ら貢献 していくためには、併

せて社会か らも正 当な評価 と期待を受けるためには、

実質的内容を伴った自助努 力が必要である。すなわ

ち、従来か ら建設産業が具備 している知識集約機能

を価値化 し、そのための条件を整備 していくことで

ある。

現在、環境 ・生態系に優 しい、少子化 ・高齢化社

会への対応、住民参加 ・合意形成、コス ト縮減等々、

次世代の建設産業の果たすべき役割 りに関する多 く

の議論が交わされている(す でに一部は試行・実行)。

これ らは、一般社会の動向を考慮 した建設界の自助

努 力としては評価できる。しか しここでは、"建 設

界が主役"の 意識が無意識的 にも存在し、要するに

われわれは建設界か ら外部の社会を見渡す姿勢をと

つているのではないかと思われ る。本 当の主役は、

国民、市民、地域、環境、生態系である ことは言 う

までもない。すなわち、建設界の個々はまず この立

場に身を置 いて、客観的に建設界への要求事項 を理

解する ことが必要である。表-1に 社会や住民か らの

要求事項を整理 したものを示すが、これ らを一つひ

とつ解決していくための仕組み ・制度や技術などの

条件を整備 していくことが、結果として、研究開発

や知識 ・知恵 を集中した建設産業の知識集約型化 に

繋がると考え られる。

(2)知 識集約型建設産業に進化するための基本的課

題

表-1に 示 した社会 ・地域住民の要求事項は、理念
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表-1社 会-地 域住 民の 要求事 項2)3)

・概念的な主題か ら要素技術に至 る範囲までを含ん

でいる。上位概念になるほどその問題解決は難 しい

が、取組 まなければな らない必然性は高い。ここで

は同表を整理分類 し、知識集約型建設産業に進化す

るための基本的課題(上 位概念)を いくつかあげて

みる。

① 産業構造の不透明性

公共事業は、都市化、情報化、国際化の進展 とと

もに多様化 ・高度化 ・総合化 していき、施設の安全、

機能の確保 はもちろんの こと、環境保全や社会経済

性(便 益性、コス ト縮減等)を 確保する必要 に迫 ら

れている。ここでは技術的知識の提供だけではな く、

地域の自然的、社会的特性に応 じたきめ細かい知識

の適用 とサービスの提供、公共施設の価値評価、事

業執行の透明性確保および情報提供 といった実施プ

ロセスの明確化が求め られていることは表-1か ら

も理解 される。 しか しなが ら、従来の二者体制 によ

る受 ・発注構造は、以上述べたような時代変遷 に十

分 に対応 してきたとはいい難い。

企画か ら施工 ・維持管理 に至るまでの実施プロセ

スが明確 になっているとはいえないし、当事者間で

も不明確な点が数多くある。つまり、発注者 ・受注

者 による二者構造の役割 りと責任が不 明確であるた

め、社会的に認知 されにくい状況となっている。計

画か ら維持管理までを含めて建設産業に要求されて

いる商品、サービスについて検討 した後、国民に適

切な商品やサービスを提供できる産業構造について

議論 し、明確にする必要がある。

② 顧客への説明責任 のあ り方

建設工事においては、実際には顧客への説明責任

は十分果たされてきたとはいえず、特 に公共事業で

は 「顧客は国民である」 との意識が明確であったと

はいえない。公共事業は、工事完成後 に供用されて

はじめて機能を果たすが、真にユーザーの視点にた

った計画、施工がなされなけれ ばならない。要する

に、建設産業はモノを作るのが 目的の産業ではな く、

「作 ったあとにサー ビスを提供する」という観点が

欠けていたと言わざるを得ない。つま り顧客への説

明責任の欠如がひ とつの問題で あり、その意識の差

が知識集約型産業への発展阻害要因のひ とつであっ

た と考える。

過去においては、住民参加による計画立案や合意

形成が不十分なプロジェク トも多 く、国民か ら信頼

を得 るステージ(コ ミュニケー ションの場)を 設け

る努力に欠けていた。また、情報公開もなされてい

なか った。サー ビスを受ける国民に説明 していない

システム自体に基本的問題があると考える。また、

欧米諸国との文化や国家形成過程 の違いか、建設産
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業、公共事業がいったい何のために存在しているの

か、 ということを国民自体、案外認識 していなか っ

たのではないか と考え られる。しか し時代は変わ り、

サー ビスを受ける顧客である国民に分 りやす く、 目

で見える形で説明することが技術者 の責任で あるこ

とは土木学会倫理規定 のか らも明らかであるが、表

-1で 示 した社会 ・地域住民の要求事項 に応えてい

るか どうかの評価 ・判断が可能となる。

急速な減少に転 じた建設投資など、今後は限 られ

た リソースで効果的かつ効率的に顧客(国 民)の 満

足する事業活動を行わなければな らない。ここでは、

適切なマネジメントを行 っていく必要がある。これ

は国民への説明責任の向上に有効に活用できる。次

項 に述べるが、中でも、建設投資にともなうリスク

概念を確立す るとともに リスクマネジメントの定式

化 を図らなければな らない。

③ 建設契約形態 とリスクマネジメン ト

モノを実際に作ってみないと分か らない、いつ事

故が発生するのか分か らない等々、すべてのフェー

ズでリス クマネジメン トを行う必要があるのが建設

産業の大きな特性である。現行の契約制度において

も、甲 ・乙協議 によりリスク対応の契約変更 を行え

るようになっている。しか し多種多様なリスクを予

め特定 し、具体的にリスク分担できるよう明示され

ていない。契約制度を実態や特性に合わせた もの と

し、併せて責任の明確化 を図る必要がある。すなわ

ち、契約形態 を適正化す ることが知識集約型化への

前提条件であ り、これは、表-1で 示 された要求事項

に対する履行責任が二者体制問で明確化されること

をもた らす。

建設産業 において知識スパイラルが適切に促進 さ

れないのは、『請 け負け』 という言葉にもあるよう

に、発注者 と受注者の立場が平等 に保たれていない

契約の実態がある。 このような旧来的慣習にも、建

設産業の知識集約型化への移行 を阻害 している課題

が あるようである。知識スパイラル を動かす原動力

は 『目標への思い』とされ、そのためには組織の意

図(intention)と 自立性(autonomy)が 確保され

ている必要がある。

④建設生産活動 とソフ ト技術

1970年 代までの3Cの 時代は、コピー(模 倣)、

コン トロール(管 理)、 チェイス(後 追い)と いうパ

ラダイ ムが主流であった。その後 バブル崩壊後の

1990年 初めには、同じ成果品を高品質 ・低 コス トで

生産する 『競争の枠組み』か ら、顧客 に対 して新 し

い価値 を提供する 『価値創造の枠組み』へ とパラダ

イム転換をした。つま り31の 時代 といわれる、アイ

デ ンティティ(主 体性、ユニーク性)、 イマジネーシ

ョン(想 像、創造)、 イノベーション(革 新、改革)

が重視されるようになった5)。 しか し、建設産業に

おいては、3C時 代の生産指向か らの脱却が遅れ、

時代 とともに変わ る顧客の要求や技術者個 人の知

識 ・技術 を柔軟 に取 り込めることのできない体質が

残存 している。経営の質を高めるには、イノベーシ

ョン、知識創造、知的コラボ レーションが重要であ

る。製造業 においては、グローバル化の時代になっ

て生産拠点 を世界の適切な場所に作れるようになっ

た。生産能力を持つ ことによ りレン ト(過 剰利益)

を確保できたが、生産能力が過剰になると、 レント

を獲得するためには競合他社(外 国企業 も含む)に

対 して比較的優位 にある資源(コ ア能力)が 必要 に

なって きた。次から次へと知識労働者を生み出す仕

組み、つまり知識創造過程というものが重要となっ

てきて いる6)。

生産性やコス トを対象にしたハー ド技術の追求は

重要であるが、それらは容易に移転が可能であ り、

技術の開発 と吸収の速度を競い合う結果は、前項の

3C時 代 に我が国が実践 してきた ことであ り明白で

ある。 この ことは、ハー ド技術の促進以上にマネジ

メン ト(契 約 を含む管理)を 重視 した ソフ ト技術(知

識の創造 と集約)の 形成 ・取得が、21世 紀に発展を

続 けようとする建設産業にとっての重要課題である

ことを意味している。

3.契 約形態とリスクマネジメント

本章では、2.2で 述べた知識集約型建設産業に進

化す るための基本的課題のうちから、建設界 自体で

解決すべき課題で、また最近多 くの実績が重ねられ

かつ多 くの議論を集めている 「契約形態 とリスクマ

ネジメン ト」を取 り上げて、問題の所在 とその解決
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する方向性 を考察 してみる。

(1)国 内および欧米の実態

わが国の公共工事契約は総価契約方式であ り、構

成単価内容等にかかわ らず総価によ り落札者を決定

することが原則である。また予算制約や事務作業増

大をさけるため、的確な設計変更 というよ りは精算

変更で帳尻を合わせている場合が多いのが実状であ

る。ここで、設計および施工計画の変更提案 また変

更施工の実施 といった知的活動については、直接的

には価値化 されていないのがほとんどである。また、

適切な契約形態 をとらないまま適切な 目的物変更行

為を行ったとしても、責任 をともなった適切な評価

をされることは少ない。契約上は、発注者が提示 し

た設計図書どお りに目的物施工等を履行 しただけの

評価 をされるのが実態で、 これも建設産業が単純労

働生産産業と評価 される一因になっていると考えら

れる。

近年、公共工事の入札時における技術提案 につい

ては多様な改善と取 り組みがなされ、特に総合評価

落札方式については全工事発注金額 の2割 程度が実

施 される予定 となっている。しか し設計図書の変更

については、発注者が示 した元設計をベースにした

もので実施され るのが大部分である ことか ら、必ず

しも技術提案内容を適切に反映 した設計変更 となっ

てお らず、技術提案だけでなく技術提案 に応 じた施

工管理に対するコス ト評価は十分でないのが普通で

ある。 このように、施工時のマネジメントや知的生

産活動内容 を正確 に説明できるようになっていない

ことも、2章(1)知 識集約型産業と建設産業でも述べ

たように、知識集約型産業 と評価されない要因の一

つであると考 えられる。

一方、海外での建設工事では、入札時や契約時 に

受領する設計図書 に仮設備工事の詳細は示されてい

ないことが一般的である。発注者は、 どのような最

終構築物(Permanent Structure)を 欲 しているか

を設計図書 ・入札図書 ・契約図書に示すだけで、ど

のように施工をす るかの指定や計画段階での施工方

法に関する詳細は示さない。 したがって、現場の状

況 によ り最終構築物の設計を変更す る必要が生 じた

場合で も、当初設計と同様に最終構築物の図面を施

工業者 に発給するだけである。この時点で、設計変

更が元契約に正式に編入 された ことになる。施工業

者は受領後、図面の内容を精査 して工期延長や追加

費用が必要な らば、その意思表示(Notification of

Claim)を することになる。単価や工期延長の合意

には時間のかかる場合が多いが、施工でのリスク分

担は元契約 と同様であることが一般的であ り、明確

化 されていることが特徴的である。

このように海外工事では、一般的に発注者、設計

者、施工者の責任分担、すなわち リスク配分が契約

図書で明確に規定 されている。したがって、それぞ

れの立場と役割 りに合った適切な リスクマネジメン

トが実施され、知的活動が促進 される仕組みが契約

上 に構築されているといえる。また、仮設備工事に

は自由度が多 く、施工業者のノウハウや知識 ・技術

が活か される場合が多い。その分、潜在す るリスク

も増 してくることにな り、 リスクが発現す る確率や

リスクによるダメージの大きさとリター ンのバ ラン

スを検証する知的活動が機能で きる仕組みとなって

いる。 これはまた、既存の土木技術に依存せずに新

しい技術や他の産業の知識導入な どを促進 させる効

果 をもた らしている。

(2)契 約形態とリスクマネジメントが知識集約型化に必

要な理由

公共工事においては、建設工事請負契約の直接的

な当事者ではないが、納税者(国 民)がエ ン ドユーザ

ーであ り真の供給者であること、すなわち実質的に

公共工事のステー クホルダーであることに着 目する

必要がある。そ して、納税者である国民 というステ

ー クホルダーは、公共工事に大 きな リスクや不満を

感 じてお り、これには公共工事 に関す る情報提供の

多寡が大 きく影響 していると考え られる7)。 したが

って、公共工事に関する情報を、納税者に対 し分か

りやす く提供することが重要 と考 えられる。 こうし

た発注者や地域住民 ・社会 といった建設プロジェク

ト関係体 と要求事項については、高崎 らによって整

理 ・体系化され、それ らの要求事項 と対応するマネ

ジメン ト要素の提案がなされている3)。 すなわち、

納税者(国 民)が 要求する事項を満足する公共工事

の実施には適切なプロジェク トマネジメントの実施

が必要であり、 このことは納税者(国 民)の 観点か

ら見た リスクマネジメン ト実施の必要性にほかな ら
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表-2工 事段階における主要なリスク

ない。建設産業が知識集約型産業 として進化 し認知

されるには、 こうした納税者(国 民)の リスクを適

切に管理す ることが不可欠であり、また リスクマネ

ジメン ト内容が国民に提供 され、理解 されることが

必要であると考 えられる。

建設工事の施工にあたっては、発注者が設計図書

によ り提示する仕様は、既往調査検討結果 にもとつ

いて設計検討や施工実施を想定 した もので、受注者

は設計図書にしたがって工事を施工す る義務がある。

しか し実際の事業執行に際 しては、地盤掘削等の結

果が発注仕様 どお りであることはほとんどな く、実

際 の施工物は発注元設計による仕様のままであるこ

とはほとん どありえない。 したがって、設計図書の

変更または訂正を行ない、適正な工事内容、工期お

よび請負金額 の変更を行うことが必要である。その

ためには、地盤等の 自然特性、施工箇所周辺の社会

特性、当該工事工種が有する技術的特性等を踏まえ

なが ら、予算や工期を念頭に置いた適切な リスクマ

ネジメン トを受 ・発注者が行 うことが必要である。

こうした手続きを行 うことで、元設計か ら設計変更

決定までの過程が明確 にな り、設計変更内容 を技術

的、合理的に説明できるようになる とともに、責任

関係について も明確になることが期待 される。すな

わち説明責任 も図 られ、適切な契約形態 とリスクマ

ネジメントが知識集約型化 の要件になると考 える。

(3)工 事段階におけるリスク抽出と説明責任

建設プロジェク トにおいては、 自然現象、社会要

請、技術特性、当該プロジェク トの運営、安全(労

働災害対応)等 の多 くの リスクが存在 し、また、 こ

うしたリス クは建設プロジェク ト実施各段階、つま

り企画段階、調査 ・設計段階、工事段階、維持管理

段階のすべてに存在す る。これ らの リスクへの対応

策 としては、① リスクの保有、② リスク回避、③ リ

スク軽減、④ リスク移転、の4つ の方法があるが、

工事段階 においては、抜本的な計画見直 しの場合 を

除き、当初の設計図書に対する施工 目的物や施工方

法の設計変更による対応が一般的である。すなわち

法的には、発注者が リスク回避ないしリスク軽減 し

ていることになる。

工事実施段階 における主要 リスクを表-2に 示す

が、設計変更 によるコス ト増は納税者(国 民)へ の

実質的な負担増とな り、設計変更で認められない部

分および施工不良による補修等については受注者に
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よる負担 となっている。 また、設計変更によ り工期

が延長される場合において、コス ト増 となる場合は

納税者(国 民)の 実質的な負担増とな り、コス ト増

とな らない場合において も供用開始が遅れる場合 に

は納税者(国 民)に 負担を生 じることになる。

このように工事段階におけるリスクは、最終的に

はコス トと工程に変換 し評価されることにな り、受

注者 と納税者(国 民)が 負担増を配分することにな

る。しか しなが ら表-2で 示 されているように、契約

上のリスク負担者は多 くの場合発注者である。 した

がって発注者は、実質的な リスク負担 を納税者お よ

び受注者 に移転させ る場合には、 リスク移転理由お

よび リスク移転内容が納税者にとって最も合理的で

あることを明確 にす る責務があるといえる。そのた

めには、受 ・発注者 による適切な リスクマネジメン

トを行ない、適切な リスク対応 とリスク配分、およ

び リスク対応内容の説明を行えるようにしてお くこ

とが必要かつ効果的である。同時に、発注者は納税

者(国 民)に 対 して十分な説明を行 うことで リスク

分担の説明責任を果たす ことが必要 と考える。そ の

ひ とつとして、平成13年 に入札契約適正化法施行

令が公布 され、金額変更 をともなう変更後の契約内

容等の公表を制度化 したことは大きな進展である。

(4)今 後の契約形態とリスクマネジメントのあり方

発注者と受注者間で結ばれる契約は、両者それぞ

れに義務を負わせ、その義務は リスクと連携する。

したがって発注者 と受注者の利害が相反する ことに

な り、リスクマネジメン トは受 ・発注者が各々で実

施することが必要である。また前項で述べたとお り、

工事段階におけるリス クはすべての領域で発生す る

ことか ら、建設プロジェク ト実施期間を通 じて リス

クマネジメントを実施することが必要である。そ し

て リスクが抽 出 ・特定 されると、受 ・発注者間で リ

スク分担と責任等 を含めて相互調整 を図ることが必

要である。 ここでは、受 ・発注者間で発生す るリス

クに対応できること、 また リスク対応 を行 うごとに

コス トと工程 に変換 し、評価 し、相互調整 を図れる

よ うな契約形態であることが必要 となる。そ して、

納税者(国 民)が 理解 しやすい標準化 された評価法

の確立 も重要である。

また、それぞれの建設工事において、受注者の有

する技術力を活用できる受 ・発注者による適切な リ

スクマネジメン トが行えるようにすることが必要で

ある。発注者が当初提示 した設計図書内容 のまま施

工するのではな く、受注者の有する技術力や施工ノ

ウハ ウを活かした積極的な技術提案 をしてもらい、

提案技術を採用 した リスクマネジメン トを実施でき

るようにすることである。そのためには、技術提案

内容 を適切に評価 し、設計 に反映できるような契約

形態 とすることが必要であり、 こうした契約形態を

整備することによ り、技術提案や リスクマネジメン

トを踏まえた施工時における知的活動の促進化 と価

値化、それにともな う責任の明確化が図 られること

が期待できる。

以上か ら、今後の契約形態 とリスクマネジメン ト

のあ り方 として、

・総価だけでなく、技術提案や施工計画 内容のコス

ト内訳提示による納税者(国 民)の リスク軽減効

果 を評価できる入札 ・契約方式、

・受 ・発注者間で、受注者の技術提案や施工計画に

応 じた設計変更単価および リスク分担表の合意、

・リスクの発生に応 じて適切な設計変更が図れる、

随時の設計変更 の実施が可能な契約形態、

・受注者による技術提案や施工計画提案による責任

明確化を図るため、必要な工費を計上するだけで

な くリスク管理費を計上 して リスクマネジメン ト

内容 を明確 にす るとともに、竣工時での成果 に応

じた リスク管理費を含む精算およびイ ンセ ンテ ィ

ブ ・フィーを与える仕組みと契約形態、

・インセ ンティブ評価 を行 うための評価指標や評価

基準設定に向けた、納税者の視点か ら納得できる

技術評価体系および技術力評価手法の確立、

な どが考え られる。

4.ま とめ

本論文で考察 した結果を以下 にまとめる。

① 複雑化 ・多様化す る社会発展 に貢献 し建設産業

自体 も進化す るため には、建設界か らの視点で

な く社会や住民の視点で客観的であることを必

要条件に、知識集約型化する必要性があること

を言及 した。
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② 建設産業が知識集約型化するための基本的課題

として、現代社会 に対応できる受 ・発注構造の

見直 しを含む産業構造 の透明化、エ ン ドユーザ

ーである真の顧客への説明責任
、 リスクを考慮

した契約形態 とリスクマネジメン トの確立、建

設産業 における知識の集約化 ・創造モデルの確

立があることを指摘 した。

③ 契約形態 とリスクマネ ジメン トを取 り上げ、詳

細な検討 ・考察 を加えた。 まず 、国内の リスク

に関す る契約形態は帳尻合わせが多 いが、海外

は契約 に反映された リスクマネ ジメン トが重視

されていることを明らかにした。次 いで、契約

形態 とリスクマネジメ ントの実態 と問題点を明

らかにして、これが知識集約型化への必要条件

のひとつであることを明らか にした。そ して工

事段階における リスク抽出を図 り、最終の実質

的金銭 リスクの負担者 は納税者および受注者で

あることか ら、そのためにも発注者の説明責任

が必要であることを指摘 した。最後に、今後の

契約形態 とリスクマネジメン トのあ り方につい

て5点 の提案 をした。

今後、建設産業の知識集約型化を 目指 していく方

法論として、ひとつの哲学的命題が存在する。哲学

者 トーマス・ブリュー ワー によれ ば、全体系(あ るい

は宇宙 といっても良い)が 未知でかつ巨視系の場合、

自分 自身を100%客 観的に見 られない、すなわち誰

も自分について完全で客観的な知識を持つ ことがで

きないという。なぜな ら、 自分が外部を観察 した瞬

間に、自分 自身の視野でモノを観察 しているからで

ある。この原理は、"社 会における建設産業"の 関係

にも置き換えられよう。すなわち、社会の建設産業

に対する要求事項の完全な記述を、建設産業だけで

得 られる知識だけで客観的に構成することはできな

い ことを意味する。 このことは、社会の要求事項 に

フィッ トして知識集約型化す ることの困難 性を暗示

す る。

しか しこの議論は、私たちが自分 自身について、

多 くの情報を得る可能性を排除するものではない。

ただ し、社会の要求事項を記述するためには膨大な

量の情報が必要 となる。 この場合で も問題 となるの

は、社会の要求事項を完全 に記述するのに必要な情

報のほとんどは遠 く離れたモノの間の相互関係 にあ

り、建設産業あるいはその中の部分に制限されてい

る個人は、この情報を得 るのが難 しいことにある。

したがって社会の要求事項充足のための建設産業の

知識集約型化 をめざすには、部分あるいは個々が持

つ多 くの視点や情報 を集積 して、よ り客観性を高め

てい く方法に頼 らざるを得ない。すなわち、社会 を

構成する市民や他産業と、また建設産業界の横断的

連携が必要で、この過程の積み重ね と集合化ではじ

めて客観性 を持 った社会における建設産業の認識 と

知識集約型化が図 られ ると期待できる。

以上述べた原理的側面か らも、本論文で主張 した

広 い意味での社会 とのコミュニケーション(説 明責

任、情報公開、契約形態 とリスクマネジメン トなど)

の確立が、建設産業の知識集約型化への前提条件に

なると考えられる。
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A Study on Knowledge-intensive of the Construction Industry 

•\Contract Form and Risk Management•\

by Hidekuni TAKASAKI, Shinji YAMAGUCHI, Nobuyuki SUZUKI 

Seiki MURAKAMI, Kazusi MURAKAMI

The purpose of this paper is that firstly the problem for making 

knowledge-intensive of the construction industry is examined, and then the contract 

form and risk management in putting especially is focused. It is required to be based 

for making knowledge-intensive, because this makes the construction industry 

develop itself and can contribute to the society. 

To begin with, the fundamental problem for evolving to the knowledge-intensive 

construction industry is examined. Here, the actual situation of the construction 

industry from the viewpoint of the knowledge-intensive side is outlined, and next, 

the fundamental problem for evolving to knowledge-intensive is examined and is 

extracted. 

From the inside of the fundamental problem, "contract form and risk management" is 

taken up as one in which the priority is the highest for making knowledge-intensive.
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